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令
和
五
年
五
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
一
　
　 
木 
　
　
　
俊 

　
　
葊

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

七
七

決
　

　
　

定
　

　
　

書大
分

県
中

津
市

大
字

上
宮

永
２

１
６

番
地

２
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
異

議
申

出
人

　
毛

利
　

正
徳

　
異

議
申

出
人

（
以

下
「

申
出

人
」

と
い

う
。

）
か

ら
令

和
５

年
４

月
１

３
日

付
け

で
提

起
さ

れ
た

同
年

４
月

９
日

執
行

の
大

分
県

議
会

議
員

選
挙

中
津

市
選

挙
区

（
以

下
「

本
件

選
挙

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

当
選

の
効

力
に

関
す

る
異

議
の

申
出

に
つ

い
て

、
大

分
県

選
挙

管
理

委
員

会
（

以
下

「
当

委
員

会
」

と
い

う
。

）
は

、
次

の
と

お
り

決
定

す
る

。

主
　

            文

本
件

異
議

の
申

出
を

棄
却

す
る

。

理
　

            由

第
１

　
異

議
申

出
の

要
旨

　
申

出
人

は
、

本
件

選
挙

の
当

選
人

今
吉

次
郎

の
当

選
を

無
効

と
す

る
決

定
を

求
め

て
、

当
委

員
会

に
対

し
異

議
を

申
し

出
た

も
の

で
あ

る
。

１
　

異
議

申
出

の
理

由
　

　
異

議
申

出
の

理
由

を
要

約
す

る
と

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

　
⑴

  　
本

件
選

挙
の

当
選

人
と

さ
れ

た
今

吉
次

郎
候

補
の

得
票

が
6,179票

、
次

点
と

さ
れ

た
申

出
人

の
得

票
が

6,173票
で

あ
り

、
そ

の
得

票
差

は
わ

ず
か

６
票

に
と

ど
ま

る
が

、
本

件
選

挙
の

開
票

及
び

集
計

作
業

に
お

い
て

使
用

す
る

機
械

の
エ

ラ
ー

に
よ

る
集

計
ミ

ス
の

可
能

性
は

否
定

で
き

ず
、

ま
た

、
人

為
的

な
ミ

ス
が

生
じ

て
い

な
い

と
も

限
ら

な
い

。
　

　
  　

本
件

選
挙

に
お

い
て

は
投

票
総

数
33,358票

の
う

ち
無

効
票

が
580票

あ
り

、
こ

の
中

に
有

効
と

さ
れ

る
べ

き
投

票
が

誤
っ

て
無

効
票

と
し

て
集

計
さ

れ
た

危
険

性
も

排
除

で
き

な
い

。
　

⑵
  　

本
件

選
挙

の
開

票
結

果
の

疑
義

に
つ

い
て

、
選

挙
結

果
に

誤
り

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

、
開

披
調

査
の

実
施

を
求

め
る

。

第
２

　
決

定
の

理
由

　
当

委
員

会
は

、
本

件
異

議
の

申
出

を
受

理
し

た
後

、
本

件
選

挙
の

開
票

を
行

っ
た

中
津

市
選

挙
管

理
委

員
会

（
以

下
「

市
委

員
会

」
と

い
う

。
）

か
ら

関
係

資
料

の
提

出
を

受
け

、
申

出
人

に
口

頭
に

よ
る

意
見

陳
述

の
機

会
を

設
け

た
上

で
、

慎
重

に
審

理
を

行
っ

た
。

　
当

選
の

効
力

に
関

す
る

訴
訟

に
お

い
て

、
当

選
無

効
と

な
る

違
法

事
由

は
、

「
当

選
無

効
は

当
該

選
挙

が
有

効
に

行
わ

れ
た

こ
と

を
当

然
の

前
提

と
す

る
も

の
で

あ
る

と
こ

ろ
、

そ
の

（
当

選
無

効
の

）
原

因
と

な
り

得
べ

き
違

法
事

由
に

は
、

当
該

当
選

人
決

定
に

つ
い

て
の

違
法

即
ち

、
当

選
人

を
決

定
し

た
機

関
の

構
成

や
決

定
手

続
の

違
法

、
各

候
補

者
の

有
効

得
票

数
の

算
定

の
違

法
、

当
選

人
と

な
り

得
る

資
格

の
有

無
の

認
定

に
関

す
る

違
法

等
の

み
が

こ
れ

に
当

た
る

も
の

と
解

す
る

の
が

相
当

で
あ

る
。

」
（

平
成

４
年

１
２

月
１

７
日

名
古

屋
高

裁
判

決
、

同
旨

昭
和

２
８

年
２

月
１

７
日

東
京

高
裁

判
決

）
と

さ
れ

て
い

る
。

　
当

委
員

会
は

、
こ

の
よ

う
な

観
点

か
ら

、
異

議
申

出
の

理
由

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

判
断

す
る

。

１
　

異
議

申
出

の
理

由
⑴

に
つ

い
て



令
和
五
年
五
月
十
九
日

二

大
分
県
報
号
外
（
選
管
委
告
示
）

　
  　

市
委

員
会

か
ら

提
出

さ
れ

た
関

係
書

類
等

を
総

合
す

る
と

、
本

件
選

挙
の

開
票

事
務

に
つ

い
て

は
、

概
ね

以
下

の
事

実
が

認
め

ら
れ

る
。

　
  　

な
お

、
本

件
選

挙
で

は
、

法
第

79条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
開

票
事

務
が

選
挙

会
事

務
に

併
せ

て
行

わ
れ

た
こ

と
に

よ
り

、
選

挙
長

及
び

選
挙

立
会

人
が

、
選

挙
会

事
務

と
と

も
に

、
開

票
管

理
者

及
び

開
票

立
会

人
が

行
う

べ
き

も
の

と
さ

れ
て

い
る

開
票

事
務

を
行

っ
て

お
り

、
開

票
に

関
す

る
次

第
は

、
選

挙
録

中
に

併
せ

て
記

載
さ

れ
た

。
　

⑴
  　

開
票

は
、

令
和

５
年

４
月

９
日

午
後

８
時

45分
か

ら
中

津
市

大
貞

377番
地

１
ダ

イ
ハ

ツ
九

州
ア

リ
ー

ナ
に

お
い

て
行

わ
れ

た
。

　
　

  　
な

お
、

同
日

執
行

さ
れ

た
大

分
県

知
事

選
挙

の
開

票
に

つ
い

て
も

、
同

時
刻

か
ら

、
同

会
場

に
お

い
て

行
わ

れ
た

。
　

⑵
  　

本
件

選
挙

に
お

け
る

立
会

人
は

４
人

で
あ

り
、

申
出

人
を

含
む

本
件

選
挙

の
４

人
全

て
の

候
補

者
が

届
け

出
を

し
た

者
だ

っ
た

。
　

⑶
  　

ま
ず

、
立

会
人

の
立

会
い

の
下

、
全

て
の

投
票

箱
に

鍵
が

か
か

っ
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
後

、
投

票
箱

の
鍵

を
開

け
、

開
披

台
に

投
票

用
紙

を
取

り
出

し
、

混
同

さ
せ

た
後

、
重

な
り

や
折

れ
を

な
く

し
、

四
隅

を
揃

え
、

「
仮

置
き

場
」

に
整

理
し

た
。

　
　

  　
な

お
、

全
て

の
投

票
箱

は
、

投
票

用
紙

を
取

り
出

し
た

後
、

開
票

が
終

了
す

る
ま

で
開

票
所

内
で

保
管

し
て

い
た

。
　

⑷
  　

第
１

分
類

係
は

、
読

取
分

類
機

１
台

を
使

用
し

、
「

仮
置

き
場

」
に

あ
る

投
票

用
紙

を
、

各
候

補
者

の
名

前
が

記
載

さ
れ

た
有

効
票

、
白

紙
票

及
び

読
み

取
り

不
能

票
に

分
類

し
た

。
　

　
  　

有
効

票
は

候
補

者
別

に
ま

と
め

ら
れ

て
点

検
係

に
、

白
紙

票
は

第
２

審
査

係
に

、
読

み
取

り
不

能
票

は
第

２
分

類
係

に
そ

れ
ぞ

れ
回

付
し

た
。

　
⑸

  　
第

２
分

類
係

は
、

第
１

分
類

係
の

読
取

分
類

機
で

読
み

取
り

が
で

き
な

か
っ

た
投

票
用

紙
を

目
視

で
候

補
者

氏
名

別
に

仕
分

け
、

明
ら

か
な

有
効

票
は

候
補

者
別

に
ま

と
め

て
点

検
係

へ
、

疑
問

票
や

無
効

票
等

は
第

１
審

査
係

へ
回

付
し

た
。

　
　

  　
こ

の
際

、
読

み
取

り
不

能
票

に
白

紙
票

が
入

っ
て

い
る

場
合

は
、

必
ず

表
裏

両
面

を
確

認
し

、
第

１
審

査
係

に
回

付
し

た
。

　
⑹

  　
点

検
係

は
、

２
人

１
組

と
な

り
、

第
１

分
類

係
、

第
２

分
類

係
及

び
第

１
審

査
係

か
ら

回
付

さ
れ

た
有

効
票

の
中

に
他

の
候

補
者

の
有

効
票

や
疑

問
票

が
混

入
し

て
い

な
い

か
１

枚
ず

つ
２

回
点

検
し

、
計

数
機

係
に

回
付

し
た

。
　

　
  　

こ
の

際
、

１
人

の
点

検
が

終
了

し
た

都
度

、
異

な
る

色
（

１
回

目
：

赤
色

、
２

回
目

：
黄

色
）

の
色

厚
紙

の
点

検
済

票
を

添
付

す
る

こ
と

に
よ

り
、

点
検

漏
れ

を
防

止
す

る
措

置
を

取
っ

た
。

　
⑺

  　
計

数
機

係
は

、
点

検
係

か
ら

回
付

さ
れ

た
有

効
票

に
２

色
の

点
検

済
票

が
添

付
さ

れ
て

い
る

か
確

認

し
、

さ
ら

に
容

器
と

票
の

候
補

者
名

が
同

一
で

あ
る

こ
と

を
確

認
し

た
後

、
２

台
の

計
数

機
を

使
用

し
、

同
一

票
を

計
２

回
計

数
し

た
。

　
　

  　
２

回
の

計
数

が
終

了
し

た
投

票
用

紙
を

輪
ゴ

ム
で

100票
１

束
に

結
束

し
て

、
効

力
決

定
記

載
係

へ
回

付
し

た
。

　
　

  　
各

候
補

者
等

の
票

数
が

100票
に

満
た

な
い

場
合

は
、

最
後

の
票

束
か

ど
う

か
を

点
検

係
に

確
認

し
、

指
定

さ
れ

た
付

箋
紙

に
そ

の
票

数
を

記
入

し
、

票
束

の
上

に
添

付
し

た
後

に
輪

ゴ
ム

で
留

め
、

100票
１

束
で

は
な

い
端

数
で

あ
る

こ
と

を
口

頭
で

伝
え

て
効

力
決

定
記

載
係

に
回

付
し

た
。

　
⑻

  　
効

力
決

定
記

載
係

は
、

最
終

点
検

と
し

て
２

人
１

組
で

票
の

混
在

が
な

い
か

確
認

作
業

を
行

っ
た

上
で

、
計

数
機

係
が

数
え

た
100票

束
を

500票
束

に
結

束
し

、
候

補
者

の
バ

ー
コ

ー
ド

決
定

表
を

得
票

束
の

候
補

者
名

と
相

違
が

な
い

か
確

認
の

う
え

添
付

し
た

。
　

　
  　

500票
未

満
の

端
数

票
は

、
そ

の
票

数
を

記
入

し
た

上
で

バ
ー

コ
ー

ド
決

定
表

を
添

付
し

た
。

　
　

  　
バ

ー
コ

ー
ド

決
定

表
記

載
の

番
号

に
対

応
す

る
「

有
効

投
票

チ
ェ

ッ
ク

表
」

の
同

一
番

号
欄

に
チ

ェ
ッ

ク
を

し
、

バ
ー

コ
ー

ド
決

定
表

の
「

効
力

決
定

欄
」

に
担

当
者

の
印

を
押

し
た

後
、

立
会

人
全

員
と

選
挙

長
に

回
付

し
、

そ
れ

ぞ
れ

確
認

を
受

け
た

。
　

⑼
  　

第
１

審
査

係
は

、
第

２
分

類
係

や
点

検
係

か
ら

回
付

さ
れ

た
疑

問
票

等
を

有
効

票
と

無
効

票
に

分
類

し
た

。
　

　
  　

疑
問

票
の

う
ち

基
準

に
照

ら
し

て
明

ら
か

に
有

効
票

で
あ

る
も

の
は

、
候

補
者

別
に

分
類

し
専

用
の

カ
ゴ

を
使

用
し

点
検

係
に

回
付

し
た

。
　

　
  　

そ
の

他
有

効
と

考
え

ら
れ

る
票

や
点

字
票

は
、

お
お

ま
か

に
推

定
さ

れ
る

候
補

者
別

に
分

け
、

ま
た

無
効

と
考

え
ら

れ
る

票
は

、
白

紙
票

、
完

全
無

効
票

の
２

種
類

に
分

け
事

務
主

任
者

に
確

認
し

第
２

審
査

係
へ

回
付

し
た

。
　

⑽
  　

第
２

審
査

係
は

、
第

１
審

査
係

か
ら

回
付

さ
れ

た
点

字
票

、
白

紙
票

、
疑

問
票

、
無

効
票

等
を

判
例

や
実

例
の

基
準

に
基

づ
き

審
査

し
た

。
審

査
の

結
果

、
有

効
の

場
合

は
、

候
補

者
ご

と
に

バ
ー

コ
ー

ド
決

定
表

を
添

付
し

、
票

数
を

記
入

し
て

立
会

人
、

選
挙

長
に

回
付

し
た

。
　

　
  　

白
紙

票
に

つ
い

て
は

、
２

人
１

組
で

表
裏

を
確

認
の

上
、

100票
束

に
し

て
バ

ー
コ

ー
ド

決
定

表
を

添
付

し
、

輪
ゴ

ム
で

括
束

し
、

立
会

人
に

は
回

付
せ

ず
選

挙
長

に
回

付
し

た
。

　
　

  　
白

紙
票

以
外

の
無

効
票

は
、

無
効

事
由

ご
と

に
バ

ー
コ

ー
ド

決
定

表
を

添
付

し
、

票
数

を
記

入
し

て
立

会
人

、
選

挙
長

に
回

付
し

た
。

　
　

　
あ

わ
せ

て
無

効
投

票
チ

ェ
ッ

ク
表

に
票

数
を

記
載

し
た

。
　

⑾
  　

立
会

人
は

、
１

人
ず

つ
、

自
席

に
お

い
て

回
付

さ
れ

た
全

て
の

票
を

点
検

後
、

各
票

束
に

付
さ

れ
た

決
定

表
の

所
定

の
欄

に
押

印
等

の
確

認
を

行
い

、
次

の
立

会
人

に
回

付
し

た
。

　
⑿

  　
全

て
の

立
会

人
に

よ
る

点
検

を
受

け
た

票
束

は
、

選
挙

長
に

回
付

し
、

選
挙

長
が

有
効

、
無

効
を

決
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定
し

た
。

　
⒀

  　
集

計
係

は
、

効
力

決
定

記
載

係
か

ら
立

会
人

、
選

挙
長

に
回

付
し

確
認

を
受

け
た

バ
ー

コ
ー

ド
決

定
表

と
そ

の
票

束
の

数
に

相
違

が
な

い
か

を
確

か
め

た
後

、
２

人
１

組
で

、
500票

束
は

バ
ー

コ
ー

ド
読

み
取

り
に

よ
る

自
動

集
計

で
、

500票
未

満
の

端
数

票
は

票
数

を
パ

ソ
コ

ン
に

入
力

し
、

候
補

者
別

に
集

計
を

行
う

。
な

お
、

集
計

作
業

は
同

一
の

票
束

を
２

台
の

パ
ソ

コ
ン

で
入

力
し

、
そ

れ
ぞ

れ
の

数
値

を
確

認
し

な
が

ら
行

っ
た

。
　

　
  　

第
２

審
査

係
か

ら
立

会
人

、
選

挙
長

に
回

付
し

確
認

を
受

け
た

点
字

票
、

投
票

効
力

を
決

定
し

た
有

効
票

、
無

効
票

も
、

バ
ー

コ
ー

ド
決

定
表

と
票

数
に

相
違

が
な

い
か

確
認

し
、

同
様

に
バ

ー
コ

ー
ド

リ
ー

ダ
ー

で
読

み
取

っ
た

後
パ

ソ
コ

ン
で

入
力

作
業

を
行

っ
た

。
　

　
  　

パ
ソ

コ
ン

入
力

済
み

の
票

は
バ

ー
コ

ー
ド

決
定

表
の

集
計

欄
に

担
当

者
が

押
印

し
、

候
補

者
別

の
集

積
台

に
送

付
し

、
立

会
人

が
自

由
に

確
認

で
き

る
状

態
と

し
た

。
　

⒁
  　

集
計

の
結

果
、

本
件

選
挙

の
投

票
総

数
は

33,358票
、

有
効

投
票

数
は

32,778票
、

無
効

投
票

は
580

票
（

う
ち

白
紙

投
票

299票
）

で
あ

り
、

投
票

総
数

33,358票
と

投
票

者
数

33,358人
も

合
致

し
て

お
り

持
ち

帰
り

票
等

も
な

か
っ

た
。

同
日

開
票

作
業

に
引

き
続

き
開

催
さ

れ
た

選
挙

会
に

お
い

て
、

開
票

の
結

果
が

確
認

さ
れ

、
大

友
栄

二
氏

（
得

票
数

11,220票
）

、
吉

村
尚

久
氏

（
同

9,206票
）

、
今

吉
次

郎
氏

（
同

6,179票
）

が
当

選
人

と
決

定
さ

れ
、

申
出

人
（

同
6,173票

）
が

次
点

で
落

選
と

な
っ

た
。

　
⒂

  　
選

挙
会

終
了

後
、

申
出

人
が

届
け

出
た

立
会

人
か

ら
、

最
下

位
当

選
者

と
落

選
者

の
票

差
が

僅
差

で
あ

る
こ

と
を

理
由

に
投

票
の

再
点

検
の

要
求

が
あ

っ
た

も
の

の
、

選
挙

長
の

説
明

を
受

け
、

最
終

的
に

は
選

挙
の

結
果

等
を

記
載

し
た

選
挙

録
が

作
成

さ
れ

、
選

挙
長

及
び

全
て

の
立

会
人

が
選

挙
録

の
記

載
が

真
正

で
あ

る
こ

と
を

確
認

の
上

、
自

ら
署

名
を

行
っ

た
と

認
め

ら
れ

る
。

　
以

上
に

よ
れ

ば
、

本
件

選
挙

の
開

票
及

び
選

挙
会

の
事

務
は

、
他

の
候

補
者

の
混

入
が

な
い

か
幾

重
に

も
チ

ェ
ッ

ク
を

行
う

と
と

も
に

、
立

会
人

に
白

紙
票

以
外

の
全

て
の

票
の

確
認

を
求

め
る

と
い

う
体

制
の

下
、

選
挙

長
に

よ
っ

て
適

法
か

つ
適

正
に

執
行

さ
れ

た
も

の
と

認
め

ら
れ

る
。

　
申

出
人

は
、

当
選

無
効

原
因

と
し

て
「

各
候

補
者

の
有

効
得

票
数

の
算

定
の

違
法

」
を

主
張

し
て

い
る

と
推

察
す

る
が

、
算

定
の

違
法

を
裏

付
け

る
具

体
的

な
証

拠
を

示
し

て
い

る
訳

で
は

な
い

。
　

な
お

、
申

出
人

は
違

法
の

可
能

性
の

根
拠

と
し

て
、

機
械

の
エ

ラ
ー

に
よ

る
集

計
ミ

ス
を

指
摘

す
る

が
、

上
述

の
と

お
り

、
読

取
分

類
機

に
よ

る
分

類
後

に
は

、
人

間
の

目
に

よ
る

記
載

内
容

の
確

認
が

行
わ

れ
て

お
り

、
計

数
機

及
び

バ
ー

コ
ー

ド
リ

ー
ダ

ー
を

使
用

す
る

際
は

、
２

台
の

機
械

の
数

が
一

致
す

る
こ

と
で

確
定

さ
れ

て
い

る
。

　
ま

た
、

人
為

的
な

ミ
ス

の
可

能
性

に
つ

い
て

も
指

摘
す

る
が

、
票

の
混

入
に

つ
い

て
は

、
点

検
係

に
お

い
て

２
人

に
よ

る
チ

ェ
ッ

ク
が

行
わ

れ
た

の
ち

、
効

力
決

定
記

載
係

で
も

２
人

に
よ

る
確

認
が

行
わ

れ
る

こ
と

で
補

完
さ

れ
て

い
る

。
　

以
上

を
踏

ま
え

る
と

、
最

下
位

当
選

人
と

落
選

者
の

票
差

が
６

票
で

あ
る

と
は

い
え

、
４

人
の

候
補

者
の

氏
名

に
類

似
性

が
見

ら
れ

な
い

こ
と

、
全

て
の

候
補

者
が

選
挙

立
会

人
を

届
け

出
て

そ
の

監
視

の
下

で
開

票
及

び
選

挙
会

の
事

務
が

円
滑

に
遂

行
さ

れ
た

こ
と

を
あ

わ
せ

て
考

え
る

と
、

申
出

人
の

主
張

は
憶

測
の

域
を

出
な

い
も

の
で

あ
る

。
　

よ
っ

て
申

出
人

の
主

張
は

採
用

で
き

な
い

。

２
　

異
議

申
出

の
理

由
⑵

に
つ

い
て

　
５

月
２

日
に

行
っ

た
口

頭
意

見
陳

述
に

お
い

て
、

申
出

人
は

、
職

員
や

立
会

人
は

迅
速

な
対

応
が

求
め

ら
れ

た
こ

と
、

開
票

所
で

発
表

さ
れ

た
投

票
率

の
速

報
値

が
直

後
に

修
正

さ
れ

た
こ

と
な

ど
を

も
っ

て
、

票
の

混
入

が
あ

っ
た

可
能

性
が

疑
わ

れ
る

た
め

、
再

開
披

を
行

う
べ

き
と

主
張

し
た

。
し

か
し

な
が

ら
、

上
述

の
と

お
り

選
挙

会
は

、
多

く
の

職
員

・
立

会
人

に
よ

る
多

重
チ

ェ
ッ

ク
が

行
わ

れ
、

最
終

照
合

の
の

ち
確

定
さ

れ
た

も
の

で
あ

る
。

　
以

上
か

ら
、

上
記

１
で

も
示

し
た

と
お

り
、

申
出

人
が

求
め

る
開

披
調

査
の

実
施

を
必

要
と

す
る

に
足

る
合

理
的

な
理

由
が

認
め

ら
れ

な
い

こ
と

か
ら

、
申

出
人

の
主

張
は

採
用

で
き

な
い

。

第
３

　
結

論
　

以
上

の
と

お
り

、
本

件
選

挙
に

お
け

る
当

選
人

の
当

選
を

無
効

と
す

る
申

出
人

の
主

張
は

理
由

が
な

い
。

　
よ

っ
て

、
主

文
の

と
お

り
決

定
す

る
。

　
　

令
和

５
年

５
月

１
２

日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

委
員

長
　

　
一

　
　

　
木

　
　

　
俊

　
　

　
葊

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

委
　

員
　

　
阿

　
　

　
部

　
　

　
良

　
　

　
秀

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

委
　

員
　

　
秦

　
　

　
　

　
　

　
喜

　
美

　
恵

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

委
　

員
　

　
角

　
　

　
山

　
　

　
光

　
　

　
邦
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教
　

　
　

　
示

　
こ

の
決

定
に

不
服

が
あ

る
と

き
は

、
当

委
員

会
を

被
告

と
し

て
、

こ
の

決
定

書
の

交
付

を
受

け
た

日
又

は
公

職
選

挙
法

第
２

１
５

条
の

規
定

に
よ

る
告

示
の

日
か

ら
３

０
日

以
内

に
、

福
岡

高
等

裁
判

所
に

訴
訟

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
公

職
選

挙
法

第
２

０
７

条
）

決
　

　
　

定
　

　
　

書

大
分

県
大

分
市

大
字

羽
田

226番
地

の
8

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

異
議

申
出

人
　

箕
迫

　
髙

明

　
異

議
申

出
人

（
以

下
「

申
出

人
」

と
い

う
。

）
か

ら
令

和
５

年
４

月
１

７
日

付
け

で
提

起
さ

れ
た

同
年

４
月

９
日

執
行

の
大

分
県

議
会

議
員

選
挙

大
分

市
選

挙
区

（
以

下
「

本
件

選
挙

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

当
選

の
効

力
に

関
す

る
異

議
の

申
出

に
つ

い
て

、
大

分
県

選
挙

管
理

委
員

会
（

以
下

「
当

委
員

会
」

と
い

う
。

）
は

、
次

の
と

お
り

決
定

す
る

。

主
　

            文

　
本

件
異

議
の

申
出

を
棄

却
す

る
。

理
　

            由

第
１

　
異

議
申

出
の

要
旨

　
申

出
人

は
、

本
件

選
挙

の
当

選
人

の
当

選
を

無
効

と
す

る
決

定
を

求
め

て
、

当
委

員
会

に
対

し
異

議
を

申
し

出
た

も
の

で
あ

る
。

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
六
号

　
令
和
五
年
四
月
九
日
執
行
の
大
分
県
議
会
議
員
選
挙
大
分
市
選
挙
区
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
し
、
大

分
県
大
分
市
大
字
羽
田
二
百
二
十
六
番
地
の
八
箕
迫
髙
明
か
ら
提
起
さ
れ
た
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
、
次
の

と
お
り
決
定
し
た
。

　
　
令
和
五
年
五
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
一
　
　 

木 

　
　
　
俊 

　
　
葊

１
　

異
議

申
出

の
理

由
　

　
異

議
申

出
の

理
由

を
要

約
す

る
と

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

　
⑴

  　
職

員
が

、
投

票
用

紙
読

取
分

類
機

（
以

下
「

分
類

機
」

と
い

う
。

）
の

申
出

人
に

割
り

当
て

ら
れ

た
ス

タ
ッ

カ
ー

か
ら

投
票

用
紙

を
隣

の
仕

分
カ

ゴ
に

移
動

さ
せ

る
際

、
申

出
人

の
投

票
用

紙
を

他
の

候
補

者
用

の
仕

分
カ

ゴ
に

混
入

さ
せ

、
申

出
人

の
票

が
他

の
候

補
者

の
得

票
と

し
て

扱
わ

れ
る

と
い

う
不

適
切

な
仕

分
作

業
が

行
わ

れ
た

。
　

⑵
  　

分
類

機
に

よ
る

投
票

の
分

類
作

業
中

、
何

ら
か

の
理

由
あ

る
い

は
人

為
的

理
由

に
よ

り
申

出
人

の
ス

タ
ッ

カ
ー

へ
票

が
送

り
こ

ま
れ

ず
、

読
み

取
り

不
能

票
と

し
て

分
類

さ
れ

、
そ

の
後

、
他

の
候

補
者

の
票

と
し

て
混

入
さ

れ
た

。
　

⑶
  　

不
適

切
な

仕
分

け
作

業
に

よ
り

、
申

出
人

の
得

票
数

が
少

な
く

な
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

本
件

選
挙

の
開

票
、

集
計

作
業

の
や

り
直

し
を

求
め

る
。

第
２

　
決

定
の

理
由

　
当

委
員

会
は

、
本

件
異

議
の

申
出

を
受

理
し

た
後

、
本

件
選

挙
の

開
票

を
行

っ
た

大
分

市
選

挙
管

理
委

員
会

（
以

下
「

市
委

員
会

」
と

い
う

。
）

か
ら

関
係

資
料

の
提

出
を

受
け

、
慎

重
に

審
理

を
行

っ
た

。
　

当
選

の
効

力
に

関
す

る
訴

訟
に

お
い

て
は

、
当

選
無

効
と

な
る

違
法

事
由

は
、

「
当

選
無

効
は

当
該

選
挙

が
有

効
に

行
わ

れ
た

こ
と

を
当

然
の

前
提

と
す

る
も

の
で

あ
る

と
こ

ろ
、

そ
の

（
当

選
無

効
）

原
因

と
な

り
得

べ
き

違
法

事
由

に
は

、
当

該
当

選
人

決
定

に
つ

い
て

の
違

法
即

ち
、

当
選

人
を

決
定

し
た

機
関

の
構

成
や

決
定

手
続

の
違

法
、

各
候

補
者

の
有

効
得

票
数

の
算

定
の

違
法

、
当

選
人

と
な

り
得

る
資

格
の

有
無

の
認

定
に

関
す

る
違

法
等

の
み

が
こ

れ
に

当
た

る
も

の
と

解
す

る
の

が
相

当
で

あ
る

。
」

（
平

成
４

年
12月

17日
名

古
屋

高
裁

判
決

、
同

旨
昭

和
28年

２
月

17日
東

京
高

裁
判

決
）

と
さ

れ
て

い
る

。
　

当
委

員
会

は
、

こ
の

よ
う

な
観

点
か

ら
、

異
議

申
出

の
理

由
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
判

断
す

る
。

１
  　

市
委

員
会

か
ら

提
出

の
あ

っ
た

資
料

に
よ

れ
ば

、
開

票
事

務
は

概
ね

次
の

手
順

に
よ

り
行

わ
れ

て
い

る
。

　
⑴

  　
開

披
さ

れ
た

投
票

は
分

類
機

に
通

さ
れ

、
候

補
者

ご
と

の
票

、
白

紙
票

、
按

分
票

、
分

類
機

で
読

み
取

り
不

能
だ

っ
た

票
（

以
下

「
リ

ジ
ェ

ク
ト

票
」

と
い

う
。

）
、

再
度

分
類

機
に

通
す

必
要

が
あ

る
票

（
以

下
「

再
読

込
票

」
と

い
う

。
）

に
割

り
当

て
ら

れ
た

ス
タ

ッ
カ

ー
に

自
動

的
に

仕
分

け
ら

れ
る

。
　

⑵
  　

分
類

さ
れ

た
投

票
の

う
ち

、
再

読
込

票
は

用
紙

の
折

れ
等

を
直

し
再

度
分

類
機

に
通

し
、

再
読

込
票

以
外

は
ス

タ
ッ

カ
ー

ご
と

に
表

示
さ

れ
て

い
る

番
号

又
は

文
字

と
、

候
補

者
名

、
白

紙
票

、
按

分
票

及
び

リ
ジ

ェ
ク

ト
票

の
表

示
が

付
い

た
仕

分
カ

ゴ
に

表
示

さ
れ

て
い

る
番

号
又

は
文

字
が

同
じ

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
た

上
で

移
動

さ
れ

る
。
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⑶

  　
仕

分
カ

ゴ
に

移
動

し
た

投
票

の
う

ち
、

候
補

者
名

ご
と

に
分

類
さ

れ
た

投
票

は
点

検
係

へ
、

白
紙

票
及

び
按

分
票

は
審

査
１

係
へ

、
リ

ジ
ェ

ク
ト

票
は

リ
ジ

ェ
ク

ト
分

類
係

へ
運

ば
れ

る
。

　
⑷

  　
リ

ジ
ェ

ク
ト

分
類

係
に

運
ば

れ
た

リ
ジ

ェ
ク

ト
票

は
、

候
補

者
の

有
効

票
と

し
て

分
類

さ
れ

た
票

は
点

検
係

へ
、

疑
問

票
と

し
て

分
類

さ
れ

た
票

は
審

査
１

係
へ

運
ば

れ
る

。
　

⑸
  　

上
記

⑶
で

候
補

者
名

ご
と

に
分

類
さ

れ
た

投
票

及
び

リ
ジ

ェ
ク

ト
分

類
係

で
候

補
者

の
有

効
票

と
し

て
分

類
さ

れ
た

票
は

、
点

検
係

に
て

他
の

候
補

者
の

票
が

混
入

し
て

い
な

い
か

の
点

検
を

経
た

後
、

計
数

機
係

で
１

０
０

票
ず

つ
計

数
さ

れ
、

決
定

表
記

載
係

に
運

ば
れ

る
。

ま
た

、
決

定
表

記
載

係
に

て
計

数
済

み
の

１
０

０
票

に
他

の
候

補
者

の
票

が
混

入
し

て
い

な
い

か
の

点
検

も
行

い
、

５
０

０
票

束
に

し
、

決
定

表
を

添
付

し
、

整
理

係
に

運
ば

れ
る

。
最

後
に

、
整

理
係

で
５

０
０

票
束

の
中

に
他

の
候

補
者

の
票

が
混

入
し

て
い

な
い

か
再

度
点

検
し

、
選

挙
長

の
最

終
点

検
を

受
け

、
得

票
集

積
台

に
候

補
者

ご
と

に
積

み
重

ね
、

選
挙

立
会

人
の

確
認

を
受

け
る

。
　

⑹
  　

な
お

、
５

０
０

票
に

満
た

な
い

票
は

、
終

盤
に

端
数

票
と

し
て

決
定

表
に

そ
の

票
数

を
記

入
し

、
上

記
⑸

同
様

に
各

係
の

点
検

を
受

け
た

後
、

選
挙

長
の

最
終

点
検

を
受

け
、

得
票

集
積

台
に

候
補

者
ご

と
に

積
み

重
ね

ら
れ

、
選

挙
立

会
人

の
確

認
を

受
け

る
。

　
⑺

  　
上

記
⑶

⑷
で

審
査

１
係

に
持

ち
込

ま
れ

た
白

紙
票

、
按

分
票

及
び

疑
問

票
は

、
候

補
者

ご
と

の
有

効
票

又
は

疑
問

票
と

し
て

仕
分

け
ら

れ
た

上
で

、
有

効
票

は
他

の
候

補
者

の
票

の
混

入
が

な
い

か
な

ど
人

を
換

え
て

計
２

回
の

点
検

を
経

た
後

、
計

数
機

で
枚

数
を

確
認

し
、

選
挙

長
の

最
終

点
検

を
受

け
、

得
票

集
積

台
に

候
補

者
ご

と
に

積
み

重
ね

ら
れ

、
選

挙
立

会
人

の
確

認
を

受
け

る
。

　
⑻

  　
審

査
１

係
で

疑
問

票
と

な
っ

た
投

票
は

、
審

査
２

係
で

審
査

を
行

い
、

有
効

票
と

審
査

さ
れ

た
投

票
は

、
審

査
１

係
に

運
ば

れ
、

候
補

者
ご

と
に

仕
分

け
ら

れ
た

上
で

、
そ

れ
ぞ

れ
他

の
票

の
混

入
が

な
い

か
な

ど
人

を
換

え
て

計
２

回
の

点
検

を
経

た
後

、
計

数
を

行
い

、
決

定
表

を
添

付
し

、
選

挙
長

の
最

終
点

検
を

受
け

、
得

票
集

積
台

に
候

補
者

ご
と

に
積

み
重

ね
ら

れ
る

。
　

　
  　

審
査

２
係

で
無

効
票

と
審

査
さ

れ
た

投
票

は
、

裏
面

に
記

載
が

な
い

か
な

ど
人

を
換

え
て

２
回

点
検

を
経

た
後

、
計

数
を

行
い

、
決

定
表

を
添

付
し

、
選

挙
立

会
人

に
回

付
し

た
後

、
選

挙
長

の
最

終
点

検
を

受
け

、
得

票
集

積
台

に
積

み
重

ね
ら

れ
る

。
　

　
  　

審
査

１
係

か
ら

審
査

２
係

に
運

ば
れ

た
按

分
票

は
、

按
分

一
覧

表
を

も
と

に
分

類
を

行
っ

た
後

、
決

定
表

を
添

付
し

、
選

挙
立

会
人

に
回

付
し

た
後

、
選

挙
長

の
最

終
点

検
を

受
け

、
得

票
集

積
台

に
運

ば
れ

る
。

　
　

  　
審

査
２

係
で

疑
問

票
と

な
っ

た
投

票
は

、
審

査
３

係
で

効
力

判
定

資
料

を
参

考
に

有
効

票
又

は
無

効
票

に
分

類
す

る
。

有
効

票
は

、
決

定
表

を
添

付
し

、
選

挙
立

会
人

に
回

付
し

た
後

、
選

挙
長

の
最

終
点

検
を

受
け

、
得

票
集

積
台

に
候

補
者

ご
と

に
積

み
重

ね
ら

れ
る

。
無

効
票

は
、

無
効

事
由

を
伝

え
て

審
査

２
係

に
運

ば
れ

、
上

記
同

様
の

作
業

を
行

う
。

２
　

異
議

申
出

の
理

由
⑴

に
つ

い
て

　
開

票
事

務
従

事
者

が
申

出
人

に
割

り
当

て
ら

れ
た

ス
タ

ッ
カ

ー
か

ら
票

を
隣

の
仕

分
カ

ゴ
に

移
動

さ
せ

る
際

、
当

該
開

票
事

務
従

事
者

が
申

出
人

の
票

を
他

の
候

補
者

用
の

仕
分

カ
ゴ

に
混

入
さ

せ
た

と
す

る
こ

と
に

つ
い

て
は

、
客

観
的

な
証

拠
の

提
出

は
な

く
、

申
出

人
の

憶
測

に
す

ぎ
な

い
。

　
仮

に
申

出
人

が
主

張
す

る
よ

う
な

他
の

候
補

者
へ

の
票

の
混

入
が

あ
れ

ば
、

点
検

係
、

決
定

表
記

載
係

、
整

理
係

な
ど

で
発

見
さ

れ
る

か
、

選
挙

長
及

び
選

挙
立

会
人

等
に

よ
っ

て
容

易
に

認
識

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

そ
の

よ
う

な
状

態
の

ま
ま

選
挙

録
が

作
成

さ
れ

る
こ

と
は

お
よ

そ
考

え
ら

れ
な

い
。

そ
し

て
、

本
件

選
挙

で
は

、
選

挙
長

及
び

選
挙

立
会

人
の

確
認

及
び

署
名

を
得

て
適

法
に

選
挙

録
が

作
成

さ
れ

て
い

る
。

　
よ

っ
て

、
申

出
人

の
主

張
は

採
用

で
き

な
い

。

３
　

異
議

申
出

の
理

由
⑵

に
つ

い
て

　
申

出
人

は
、

分
類

機
に

よ
る

投
票

の
分

類
作

業
中

、
何

ら
か

の
理

由
あ

る
い

は
人

為
的

理
由

に
よ

り
申

出
人

の
ス

タ
ッ

カ
ー

へ
票

が
送

り
込

ま
れ

ず
、

リ
ジ

ェ
ク

ト
票

と
し

て
分

類
さ

れ
、

そ
の

後
、

他
の

候
補

者
の

票
と

し
て

混
入

さ
れ

た
と

主
張

す
る

。
　

し
か

し
、

申
出

人
の

投
票

が
具

体
的

に
ど

の
よ

う
な

手
段

、
方

法
で

リ
ジ

ェ
ク

ト
票

と
さ

れ
た

か
に

つ
い

て
は

申
出

人
か

ら
は

示
さ

れ
て

い
な

い
。

な
お

、
市

委
員

会
に

よ
る

と
分

類
機

に
特

定
の

候
補

者
へ

投
票

を
分

類
さ

せ
な

い
よ

う
に

す
る

設
定

は
な

い
。

　
ま

た
、

リ
ジ

ェ
ク

ト
票

に
つ

い
て

も
、

他
の

候
補

者
の

投
票

に
混

入
さ

せ
た

と
い

う
証

拠
は

示
さ

れ
て

い
な

い
。

な
お

、
リ

ジ
ェ

ク
ト

分
類

係
に

よ
る

分
類

後
、

申
出

人
が

主
張

す
る

よ
う

な
他

の
候

補
者

へ
の

票
の

混
入

が
あ

れ
ば

、
点

検
係

、
決

定
表

記
載

係
及

び
整

理
係

な
ど

で
発

見
さ

れ
る

か
、

選
挙

長
及

び
選

挙
立

会
人

等
に

よ
っ

て
容

易
に

認
識

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

そ
の

よ
う

な
状

態
の

ま
ま

選
挙

録
が

作
成

さ
れ

る
こ

と
は

お
よ

そ
考

え
ら

れ
な

い
。

そ
し

て
、

本
件

選
挙

で
は

、
選

挙
長

及
び

選
挙

立
会

人
の

確
認

及
び

署
名

を
得

て
適

法
に

選
挙

録
が

作
成

さ
れ

て
い

る
。

　
よ

っ
て

、
申

出
人

の
主

張
は

採
用

で
き

な
い

。

４
　

異
議

申
出

の
理

由
⑶

に
つ

い
て

　
　

上
記

２
及

び
３

で
示

し
た

と
お

り
、

申
出

人
が

求
め

る
開

票
作

業
の

や
り

直
し

を
必

要
と

す
る

に
足

る
合

理
的

な
理

由
が

認
め

ら
れ

な
い

こ
と

か
ら

、
申

出
人

の
主

張
は

採
用

で
き

な
い

。

第
３

　
結

論
　

以
上

の
と

お
り

、
本

件
選

挙
に

お
け

る
当

選
人

の
当

選
を

無
効

と
す

る
申

出
人

の
主

張
は

理
由

が
な
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い
。

　
よ

っ
て

、
主

文
の

と
お

り
決

定
す

る
。

　
　

令
和

５
年

５
月

１
２

日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

委
員

長
　

　
一

　
　

　
木

　
　

　
俊

　
　

　
葊

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

委
　

員
　

　
阿

　
　

　
部

　
　

　
良

　
　

　
秀

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

委
　

員
　

　
秦

　
　

　
　

　
　

　
喜

　
美

　
恵

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

委
　

員
　

　
角

　
　

　
山

　
　

　
光

　
　

　
邦

教
　

　
　

　
示

　
こ

の
決

定
に

不
服

が
あ

る
と

き
は

、
当

委
員

会
を

被
告

と
し

て
、

こ
の

決
定

書
の

交
付

を
受

け
た

日
又

は
公

職
選

挙
法

第
215条

の
規

定
に

よ
る

告
示

の
日

か
ら

30日
以

内
に

、
福

岡
高

等
裁

判
所

に
訴

訟
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
（

公
職

選
挙

法
第

207条
）


